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第９分野 各種制度等の整備

【ポイント】
〇税制や社会保障制度をはじめとする社会制度全般について、経済
社会情勢を踏まえて不断に⾒直し

〇各種制度において給付と負担が世帯単位から個⼈単位になるよう、
マイナンバーも活⽤しつつ、⾒直しを検討

〇第３号被保険者については、縮⼩する⽅向で検討

〇旧姓の通称使⽤拡⼤
〇夫婦の⽒に関する具体的な制度の在り⽅に関し、国会における議論の
動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、更なる検討を進める

第10分野 教育・メディア等を通じた意識改革、理解の促進

【ポイント】
〇校⻑・教頭への⼥性の登⽤
〇医学部⼊試について、男⼥別合格率の開⽰促進

第11分野 男女共同参画に関する国際的な協調及び貢献

Ⅳ 推進体制の強化

【ポイント】
〇我が国が国際会議の議⻑国となる場合、ジェンダー平等を全ての⼤⾂会
合においてアジェンダとして取り上げる

【ポイント】
〇EBPMの観点を踏まえ、計画中間年（令和５年度⽬途）における点
検・評価を実施

〇男⼥共同参画の推進に当たっては、若年層を含め国⺠の幅広い意⾒を
反映

〇地域における男⼥共同参画センターの機能強化
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（参考）初等中等教育機関における管理職の割合

13.1

＜初等中等教育機関における教員＞

副校⻑・教頭

校⻑

総数 割合
男性 455,637 50.6%
⼥性 444,442 49.4%
合計 900,079 100%

1.6% 2.8% 0.3%

男性の⽅が
⾮常に優遇
されている

どちらかといえば
男性の⽅が優
遇されている

平等 わからない

どちらかといえば
⼥性の⽅が優
遇されている

⼥性の⽅が
⾮常に優遇
されている

（参考）社会全体における男⼥の地位の平等感

男性の⽅が優遇されて
いる（⼩計）74.1％

⼥性の⽅が優遇されて
いる（⼩計）3.1％

（出典）内閣府「令和元年男女共同参画社会に関する世論調査」
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（参考）選択的夫婦別⽒制度に関する調査結果

夫婦は必ず、同じ名字（姓）
を名乗るべきであり、法律を改
める必要はない

法律を改めても
かまわない

夫婦は必ず同じ名字（姓）を
名乗るべきだが、婚姻前の⽒を
通称として使えるように法律を
改めることはかまわない

わからない

（出典）内閣府「家族の法制に関する世論調査（2017年）」
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